
令和４年８月２４日 

保護者 様 

丹波篠山市教育長 

 

新型コロナウイルス感染症対策の徹底について 

（令和４年８月２４日時点） 

 

 保護者のみなさまにおかれましては、丹波篠山市の教育行政にご理解とご協力賜り厚くお礼を申しあ

げます。一昨年度から続く、新型コロナウイルス感染症に関して、家庭での手洗いや検温等による感染拡

大防止に取り組んでいただき感謝いたします。 

さて、夏季休業期間が終わり、2学期が始まります。しかし、新型コロナウイルス感染症は第 7波をむ

かえ、新規陽性者数は依然として高止まりしている状況です。学校園での教育活動が再開されることを受

け、感染再拡大への十分な警戒が必要となります。 

なにとぞ趣旨をご理解のうえ、感染拡大防止に向けてご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 家庭における感染防止対策および登下校園について 

・毎日の登校園前の健康観察を徹底してください。（２学期が始まる数日前から検温等の健康観察を行 

ってください。） 

・お子様が「感染」や「濃厚接触者」になった場合、発熱や咳、のどの痛み、鼻水等の症状がある場合、

登校園しないことを徹底してください。 

・同居の家族が未診断の発熱等の症状が見られるときにも、登校園しないことを徹底してください。 

・家庭内においても、手洗い、うがい、換気など感染防止に努めてください。 

・外出する場合は、マスク等の着用を心がけてください。（熱中症リスクのない場面において） 

・基本的生活習慣を維持するとともに、免疫力を高めるため、バランスの良い食事を心がけ、十分な休 

養と睡眠を取るようにしてください。 

・お子様が「感染」や「濃厚接触者」になった場合には、速やかに学校園へ連絡をいただくようお願い 

いたします。また、夜間や休日、長期休業日など、学校園に連絡がつかない場合は、インターネット 

を利用した連絡システムを、パソコン、スマートフォン等からご利用ください。 

入力されますと、その情報が学校園に届くことになっています。 

           連絡先ＵＲＬ 

  https://eri.tambasasayama.jp/202012tbs3144/ 

・学習塾やスポーツ活動等の習い事に通う場合においても、事業者が実施している感染防止対策を遵

守し、お子様及び同居の家族に発熱や咳等の症状がある場合は参加しないようお願いいたします。

また、行き帰りには、マスクの着用を徹底し、コンビニでの飲食、会話などは避け、速やかに帰宅

させてください。 

 

２ 学校園の教育活動について 

・「学校園に持ち込まない、学校園内に広げない」を基本に、十分な感染防止対策を実施したうえで行

います。 

・校園外から多人数を呼び込むような校園内行事（体育祭・運動会等）を実施する際には、マスク着用、

https://eri.tambasasayama.jp/202012tbs3144/


消毒はもとより体調不良の場合は来校を自粛していただくなど感染防止対策の徹底を周知するとと

もに、１回当たりの参加人数の制限や座席の間隔を広く取るなどの対応を行います。 

・県外での活動は、実施地域の感染状況や都道府県等の対応、受入先の意向、参加人数、移動方法、活

動中に感染者が確認された場合の対応などを十分確認のうえ、感染防止対策を徹底して実施します。 

・オリエンテーション合宿等、宿泊を伴う活動は、県内・県外とも、感染症防止対策が確認される宿泊

施設に限定します（学校園は不可）。 

・マスクの着用が推奨されている場面では、原則マスクを着用します。ただし、熱中症のリスクがある

ときは、熱中症対策を優先します。 

 

３ 中学校部活動について 

 ・十分な感染防止対策を実施したうえで、部活動（練習試合、合宿等を含む）を行います。 

 ・活動日及び時間は、平日（４日）で２時間程度、土日のいずれか１日で３時間程度とします。 

・県外での活動及び合宿は、実施地域の感染状況や都道府県等の対応、受入先の意向、参加人数、移動

方法、活動中に感染者が確認された場合の対応などを十分確認のうえ、感染防止対策を徹底して実施

します。 

・宿泊を伴う活動は、県内・県外とも、感染防止対策が確認される宿泊施設に限定します。（学校は 

不可） 

・学校関係者（生徒・教職員・部活動指導員等）以外の参加がある場合は、感染防止対策を徹底する。 

・兵庫県はもとより全国的な感染拡大の状況、生活全般にわたる人の流れを抑制する対策の取扱い等

を踏まえ、活動内容や活動エリアの制限等について適宜検討します。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の自主療養制度の活用について 

  兵庫県では、症状が軽く、重症化リスクが低い方に対して、医療機関を受診する前に抗原検査キット

を使用し自己検査を行い、陽性であった場合には、自主療養登録センターに登録する自主療養制度が開

始されています。お子様及びご家族においても、症状に応じてこの自主療養制度を積極的にご活用くだ

さい。 

 

（参考）兵庫県 HP 

    兵庫県／抗原検査キット送付及び自主療養制度の開始について 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/corona/kithaihujisyuryouyou.html 

 

 

 

 

 

（参考）丹波篠山市 HP 

    抗原検査キットの無償配布について 

https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkoka/220810.html 

     

 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/corona/kithaihujisyuryouyou.html
https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkoka/220810.html

